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障がい者の方の
「働きたい」を応援します。

障がい者の方の
「働きたい」を応援します。

障がい者の方の
「日中の余暇支援」を提供します。

障がい者の方の
「日中の余暇支援」を提供します。

定員を 10 名増員！定員を 10 名増員！
生活介護事業を増設！生活介護事業を増設！
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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

６月は「児童手当現況届の提出」
と「児童手当支払い」月です

お知らせ

■問い合わせ先　子ども家庭課子ども家庭係　☎（36）1151

　消費税率の引き上げの影響などを踏まえ、子育て世帯に対し、昨年に引き
続き今年も「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。申請期間に、早め
に申請してください。

●支給対象　基準日（５月31日） 時点で、平成27年６月分の児童手当の受
給者と、要件を満たす人
＊児童手当特例給付対象者（児童
手当の所得制限限度額を超える
人）を除く。児童手当の所得制
限限度額は右表参照

●対象児童　平成27年６月分の
　児童手当対象児童
●支給額　対象児童１人につき
　3,000円
●申請期間　６月１日（月）〜11月30日（月）
●申請先　子ども家庭課子ども家庭係
▽郵送＝〒811-3492／住所不要
＊11月30日（月）消印有効
▽窓口（西館１階21番）
＊土・日曜日、祝日を除く、8:30～17:00
●提出書類　申請書など（詳細は、郵送する案内で

確認してください）
＊市から児童手当の受給を受けている人には、申請書を「児童手当現況届」
の書類と一緒に郵送します
＊公務員は、勤務先から、申請書と児童手当受給証明書などをもらって、子
ども家庭課に提出

●この給付金を受け取るには、平成27年５月31日時点で住民票のある
市区町村への申請が必要です（支給は１回のみ）

●今回は、「臨時福祉給付金」の対象者にも「子育て世帯臨時特例給付金」
が支給されます

●申請期間中に申請しない場合は、支給が受けられませんので注意して
ください

【児童手当現況届の提出】
　児童手当を受けている人は、
６月末までに「現況届」の提出
が必要です。「現況届」が未提
出の場合は、６月分以降の児童
手当の支給が一時差し止めとな
りますので、忘れずに提出して
ください。
＊詳細は、対象者へ５月下旬に
書類を送付

●受付期間　６月１日（月）〜同
30日（火）

●提出先　子ども家庭課子ども
家庭係

▽郵送＝〒811-3492／住所不
要

▽窓口（西館１階21番）
▽元気な島づくり課
　（大島行政センター）

【児童手当支払い】
　６月に、２〜５月分の児童手
当を支給します。ただし、３月
に中学を卒業した子どもは、２
〜３月分を支給します。
＊児童手当は、年３回（６、10、２
月）支給します

●手当の月額
▽０〜３歳未満＝１万5,000円
（一律）

▽３歳〜小学校修了前＝１万円
（第３子以降は１万5,000円）

▽中学生＝１万円（一律）
＊所得超過となった場合、月額は
5,000円（一律）となります

＊詳細は問い合わせを
■問い合わせ先
　子ども家庭課子ども家庭係　
　☎（36）1151
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「児童手当の所得制限限度額」
区分

（扶養親族らの数）
限度額目安

（給与収入ベース）
１人 875万6,000円
２人 917万8,000円
３人 960万円

6月1日から
子育て世帯臨時特例給付金の
申請受付が始まります
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